
 

 

設楽町コミュニティプラザしたら管理規則の一部を改正する規則をここに公

布する。 

  

 

   令和８年３月３０日 

 

 

                    設楽町長  土 屋  浩 

 



令和８年設楽町告示第１２号 

 

設楽町コミュニティプラザしたら管理規則の一部を改正する要綱 

 

設楽町コミュニティプラザしたら管理規則（平成17年10月１日規則第57号）の

一部を次のように改正する。 

 

第３条第２項第１号中「毎週水曜日」を「土曜日、日曜日及び祝日」に改め

る。 

第７条第１項中「コミュニティプラザしたら利用許可申請書(様式第１)を町長

に提出し」を「コミュニティプラザしたら利用許可申請書兼許可証(様式第１。以

下「利用許可申請書兼許可証」という。)を町長に提出し、貸出しについての許可

を得」に改め、同条第２項を削る。 

第８条中「コミュニティプラザしたら利用変更(取消)許可申請書(様式第３)に

利用許可証を添えて」を「コミュニティプラザしたら利用変更(取消)申請書兼承

認証(様式第２。以下「利用変更(取消)申請書兼承認証」という。)に利用許可申

請書兼許可証を添えて」に改める。 

 第９条中「コミュニティプラザしたら利用変更(取消)許可申請書」を「利用変

更(取消)申請書兼承認証」に、「利用許可証」を「利用許可申請書兼許可証」に

改める。 



様式第１（第７条関係）を次のとおり改める。 

 

様式第２（第７条関係）を削除する。 

  



様式第３（第８条、第９条関係）の名称中「第３」を「第２」に改める。ま

た、これを次のとおり改める。 

 

  



附 則 

この告示は、令和８年４月１日から施行する。 
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設楽町コミュニティプラザしたら管理規則（平成17年設楽町規則第57号）新旧対照表 

改正後 改正前 

（利用時間及び休館日） （利用時間及び休館日） 

第３条 （略） 第３条 （略） 

２ コミュニティセンターの休館日は、次のとおり

とする。 

２ コミュニティセンターの休館日は、次のとおり

とする。 

(1) 土曜日、日曜日及び祝日 (1) 毎週水曜日             

(2) （略） (2) （略） 

３ （略） ３ （略） 

（利用の許可） （利用の許可） 

第７条 条例第３条第１項の規定により許可を受け

ようとする者は、コミュニティプラザしたら利用

許可申請書兼許可証（様式第１。以下「利用許可

申請書兼許可証」という。）を町長に提出し、貸

出しについての許可を得なければならない。 

第７条 条例第３条第１項の規定により許可を受け

ようとする者は、コミュニティプラザしたら利用

許可申請書        （様式第１）              

                          を町長に提出し    

                      なければならない。 

 ２ 町長は、前項の許可をしたときはコミュニティ

プラザしたら利用許可証（様式第２）を申請者に

交付するものとする。 

（利用者の変更の許可） （利用者の変更の許可） 

第８条 利用者は、利用しようとする施設の利用期

間その他利用許可書に記載された事項を変更しよ

うとするときは、コミュニティプラザしたら利用

変更（取消）申請書兼承認証（様式第２。以下

「利用変更（取消）申請書兼承認証」という。）

に利用許可申請書兼許可証を添えて町長に提出

し、その許可を受けなければならない。 

第８条 利用者は、利用しようとする施設の利用期

間その他利用許可書に記載された事項を変更しよ

うとするときは、コミュニティプラザしたら利用

変更（取消）許可申請書    （様式第３        

                                        ）に

利用許可証            を添えて町長に提出し、

その許可を受けなければならない。 

（利用の取消し承認） （利用の取消し承認） 

第９条 利用者は、利用しようとする施設の利用の

取消しをしようとするときは、利用変更（取消）

申請書兼承認証                    に利用許可

申請書兼許可証を添えて町長に提出し、その承認

を受けなければならない。 

第９条 利用者は、利用しようとする施設の利用の

取消しをしようとするときは、コミュニティプラ

ザしたら利用変更（取消）許可申請書に利用許可

証            を添えて町長に提出し、その承認

を受けなければならない。 
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様式第１（第７条関係） 様式第１（第７条関係） 

  

様式第２（第７条関係） 様式第２（第７条関係） 

（削除） （略） 

様式第２（第８条、第９条関係） 様式第３（第８条、第９条関係） 

  

 


